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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年３月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２９年８月３０日 ０５時５０分ごろ  

発生場所 長崎県平戸市的山
あ づ ち

大島北西方沖 

 的山大島長崎鼻灯台から真方位３１１°４.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３３.５′ 東経１２９°２９.３′） 

事故の概要  漁船第二十八吉浦
よしうら

丸（網船）は、漁船耕洋
こうよう

丸（運搬船）から乗組員

を移乗させる際、乗組員が両船に挟まれて負傷した。 

事故調査の経過  平成２９年９月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 漁船 第二十八吉浦丸、１４トン 

   ＮＳ２－１７０８０（漁船登録番号）、カネイヨシウラ株式会 

   社 

   １４.６６ｍ（Lr）×４.７６ｍ×１.７３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、平成４年３月３日 

Ｂ 漁船 耕洋丸、１４トン 

   ＮＳ２－１３６１６（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.３０ｍ（Lr）×３.６１ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和６０年１２月１６ 

   日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１年４月２７日 

    免許証交付日 平成２５年１０月２２日 

（平成３１年４月２６日まで有効） 

 甲板員Ａ 男性 ６３歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約７～８m/s、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約１.５ｍ 

日出時刻：０５時５４分ごろ 
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 事故の経過  Ａ船は、中型まき網船団の網船であり、船長Ａ及び甲板員Ａほか７

人が乗り組み、また、Ｂ船は、同船団の運搬船であり、船長ほか１人

が乗り組んでいた。 

Ａ船は、的山大島北西方沖の漁場で投網した後、右舷舷縁上部に設

置されたサイドローラで揚網を開始した。 

 Ａ船は、Ａ船の右舷にＢ船の右舷を平行に接近させて漁獲物の取り

入れの準備を始め、Ｂ船での魚の積込み作業を手伝う目的で甲板員Ａ

を含むＡ船の甲板員４人がＢ船に移乗した。 

 船長Ａは、Ｂ船での作業を終えたＡ船の甲板員がＡ船に飛び移って

来られるように、Ｂ船の右舷船首部のたつに結んだロープをＡ船の右

舷中央部のキャプスタン（以下「巻きローラ」という。）で巻き締め

てＡ船の右舷中央部とＢ船の右舷船首部を接近させ、両船の状況を見

ながらＢ船の右舷側舷縁がＡ船の右舷側舷縁より高くなったタイミン

グで甲板員に飛び移るよう声を掛け、３人をＡ船に戻した。（図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船とＢ船の接近状況 

 船長Ａは、甲板員Ａの運動能力を考慮し、少し波もあったので、両

船が接触しない程度にまで間隔を詰めて両船の状況を見ながら甲板員

Ａに飛び移るよう声を掛けた。 

 甲板員Ａは、Ｂ船の右舷船首部たつの舷縁の船首側に乗り、両船の

状況を見てタイミングを計って飛び移り、Ａ船の巻きローラ付近のサ

イドローラに片足を乗せようとしたところ、波によりＡ船が沈み込ん

で足が宙に浮き、足を踏み外して落水しそうになったところを船長Ａ

にカッパをつかまれてＡ船の舷外にぶら下がる状態となった。 

 甲板員Ａは、船長Ａが、右手で巻きローラのロープが解けないよう

に握り、左手で甲板員ＡのカッパをつかんでＡ船に引き揚げようとし

たところ、平成２９年８月３０日０５時５０分ごろ波により動揺して

いたＡ船の右舷中央部外板とＢ船の右舷船首部外板とに頭部を挟まれ

た。 

 Ａ船は、船長Ａが、甲板員ＡをＡ船に引き揚げて１１８番通報した

のち的山大島の警察を通じて救急車の手配を要請し、同島に向かっ

た。 

 甲板員Ａは、船長Ａがチャーターした高速船で的山大島から平戸市

Ａ船 

Ｂ船 

船橋 
巻きローラ 

たつ サイドローラ 
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平戸島の病院に搬送されて応急処置が施された後、長崎県佐世保市の

病院に搬送され、右眼窩
が ん か

骨折、鼻骨骨折、前頭骨骨折等と診断されて

入院した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船のサイ

ドローラ及び巻きローラ、写真３ Ｂ船 参照） 

 その他の事項 甲板員Ａは、約４年前にＡ船に乗り組み始めたときからＢ船へ移乗

していた。 

船長Ａは、ふだんＡ船の右舷中央部とＢ船の右舷船首部を接近させ

る際、防舷材を使用していなかった。 

 船長Ａは、甲板員がＢ船からＡ船に飛び移る際には声を掛けていた

が、移乗した甲板員は全員飛び移ることに慣れており、実際に飛び移

るタイミングは各自の判断に任せていた。 

 船長Ａは、落水しそうになっている甲板員Ａを引き揚げることに意

識を向けており、両船が波により動揺して甲板員Ａの頭部が両船体に

挟まれる可能性があることに思い至らなかったと本事故後に思った。 

 甲板員Ａは、カッパの上下を着用して長靴を履いており、ヘルメッ

ト及び救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、的山大島北西方沖で操業中、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の右

舷中央部を結んだロープを巻き締め、Ｂ船をＡ船に引き寄せて甲板員

をＡ船に移乗させる際、甲板員Ａが、Ａ船のサイドローラから足を踏

み外したことから、船長ＡにカッパをつかまれてＡ船の舷外にぶら下

がった状態となり、波による両船体の動揺によりＡ船の右舷中央部外

板とＢ船の右舷船首部外板とに頭部を挟まれて負傷したものと考えら

れる。 

 甲板員Ａは、Ａ船とＢ船の状況を見ながらＢ船の右舷側舷縁がＡ船

の右舷側舷縁より高くなったタイミングを計って飛び移り、Ａ船の巻

きローラ付近のサイドローラに片足を乗せようとしたところ、波によ

りＡ船が沈み込んで足が宙に浮いたことから、足を踏み外して落水し

そうになり、船長ＡにカッパをつかまれてＡ船の舷外にぶら下がる状

態となったものと考えられる。 

 甲板員Ａは、船長ＡがＡ船とＢ船の状況を見てＡ船に飛び移るタイ

ミングを計って声を掛けていたが、実際のタイミングは移乗者に任せ

ていたこと、及び３人の甲板員が同じ状況下でＡ船に移乗しているこ

とから、Ａ船に飛び移るタイミングを誤った可能性があると考えられ

る。 

 船長Ａは、Ｂ船をＡ船に引き寄せて移乗させる際、防舷材を使用し
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て両船を接舷することで甲板員Ａの落下を防ぐことができた可能性が

あると考えられる。 

 船長Ａは、甲板員Ａにヘルメットを着用させることで負傷を軽減さ

せることができた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、日出前の薄明時、Ａ船が、的山大島北西方沖で操業中、

Ｂ船の右舷船首部とＡ船の右舷中央部を結んだロープを巻き締め、Ｂ

船をＡ船に引き寄せて甲板員をＡ船に移乗させる際、甲板員Ａが、Ａ

船のサイドローラから足を踏み外したため、船長Ａにカッパをつかま

れてＡ船の舷外にぶら下がった状態となり、波による両船体の動揺で

Ａ船の右舷中央部外板とＢ船の右舷船首部外板とに頭部を挟まれたこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・２船間を接近させて乗組員を移乗させる場合は、防舷材を用いて

両船をしっかりと接舷させること。 

 ・操業中は、救命胴衣を着用すること。また、ヘルメットを着用す

ることが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年８月３０日 

 ０５時５０分ごろ発生） 

的山大島長崎鼻灯台 

長崎県 的山大島 

平戸島 

平戸市 

佐世保市 

佐賀県 

長崎県 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船のサイドローラ及び巻きローラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾方向 

サイドローラ 

巻きローラ 

サイドローラ 巻きローラ 

Ｂ船から戻る際に 

片足を乗せる位置 

Ｂ船から戻る際に 

片足を乗せる位置 
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写真３ Ｂ船 

 

 

 

 
船尾方向 

右舷船首部のたつ 

Ａ船に戻る際に 

足を乗せる位置 


